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○伊賀市建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱 

平成16年11月１日告示第94号 

改正 

平成19年３月30日告示第71号 

平成22年３月31日告示第53号 

平成25年５月１日告示第132号 

伊賀市建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、伊賀市の発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の基本的要件、一

般競争入札参加資格者の確認に関し必要な事項を定め、その適正な活用を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、特定建設工事共同企業体とは、技術的難度が高い工事あるいは大規模

な工事に際し、技術力等を結集して工事の安定的施工を確保するため、また地元業者の健全な育

成を図るため、市の発注する工事毎に結成される共同企業体をいう。 

（基本的要件） 

第３条 特定建設工事共同企業体は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

(１) 構成員の数 

構成員の数は、２又は３企業とすること。 

(２) 指名参加資格 

共同企業体として指名参加申請を行おうとする業者は、構成員の全員が市の入札参加資格者

名簿に登録されていること。 

(３) 営業年数 

指名参加申請を行おうとする建設工事に対応する建設業法（昭和24年法律第100号）の許可業

種につき、許可を有しての営業年数が３年以上であること。 

(４) 出資比率 

すべての構成員が、均等割の10分の６以上の出資比率であること。なお、代表者の出資比率

は、構成員の中で最大でなければならない。 

(５) 代表者 

代表者は、すべての構成員の中でより大きな施工能力を有する企業であること。 

この場合、市内に主たる営業所（建設業法第３条第１項に規定する営業所をいう。）を有す
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る企業間にあっては格付等級により、格付等級が同一のとき、また、市内、市外に主たる営業

所を有する企業間、市外に主たる営業所を有する企業間にあっては、建設業法第27条の23に規

定する経営事項審査の総合評点により決定するものとする。 

（対象工事） 

第４条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 設計金額が、１億５千万円以上の土木工事 

(２) 設計金額が、３億円以上の建築工事 

(３) 前２号に掲げる工事のほか、工事の規模、内容等を勘案し、市長が特定建設工事共同企業

体による施工が必要と認める工事 

２ 前項の対象工事であっても、市長が単独企業による施工が可能であると確認できる場合は、単

独での参加を認めることができるものとする。 

（工事の指定） 

第５条 特定建設工事共同企業体が施工する工事の指定は、事業担当課長が伊賀市入札参加資格審

査会（以下「審査会」という。）の審査を経て行うものとする。 

（特定建設工事共同企業体を構成する企業の資格要件、結成） 

第６条 事業担当課長が、前条に基づく工事の指定を行おうとするときは、当該工事の特定建設工

事共同企業体の構成員に適した企業の資格要件を内申し、審査会の審査を受けなければならない。 

２ 前項の審査会で構成員となる企業の資格要件が適当と認められたときは、事業担当課長は当該

工事の概要、資格要件、資格要件に該当する企業名簿、その他工事の施工に必要な事項を掲示す

るものとする。 

３ 前項の規定により、資格要件があると認められた企業は、任意に特定建設工事共同企業体を結

成するものとする。この場合、１の企業は２以上の特定建設工事共同企業体の構成員となること

はできない。 

（特定建設工事共同企業体の入札参加申請） 

第７条 前条第３項により結成された特定建設工事共同企業体は、事業担当課長の指定する日まで

に次の書類を提出しなければならない。 

(１) 特定建設工事共同企業体入札参加申請書（様式第１号） 

(２) 特定建設工事共同企業体協定書（様式第２号） 

(３) 使用印鑑届（様式第３号） 

(４) 委任状（様式第４号） 
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（特定建設工事共同企業体の指名） 

第８条 事業担当課長は、前条により申請のあった特定建設工事共同企業体を審査会に内申（指名

内申書に様式第５号の構成員一覧表添付）し、適当であると認められたときは、当該特定建設工

事共同企業体の代表者に入札参加資格確認通知を行うものとする。 

（存続期間等） 

第９条 入札の結果落札した特定建設工事共同企業体は、特定工事の請負契約の履行後３か月を経

過するまでの間は解散することができない。ただし、請負うことができなかったその他の特定建

設工事共同企業体は、当該特定工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、請負契約を締結した特定建設工事共同企業体は、解散後もその工事

に係る瑕疵等について、連帯してその責めを負うものとする。 

（調査） 

第10条 市は、特定建設工事共同企業体制度の確立と定着を図るため管理及び施工状況について調

査することができる。 

２ 前項の調査は、当該特定建設工事共同企業体にあらかじめ通知をして実施するものとする。 

（雑則） 

第11条 この要綱に定めない事項については、審査会に諮って決定する。 

附 則 

この告示は、平成16年11月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日告示第71号） 

この告示は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日告示第53号） 

この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年５月１日告示第132号） 

この告示は、平成25年５月１日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係） 

 



5/10 

様式第２号（第７条関係） 
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様式第３号（第７条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 
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様式第５号（第８条関係） 

 


